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関係機関との協議

基本計画書の作成

関係機関との協議

基本計画書の作成
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年
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　昨年度から、新工業団地構想の推進のため調査を進め、H18年度から事業の具体化
に向け、基本計画図作成委託を行い、これを基に基本計画書を作成する。

　さらに、市街化区域の編入手続きに伴う関係機関との協議や、農振・農用地などの解
除に向けて関係機関との協議を進める。

　また、本計画区域は北海道環境影響評価条例に基づき、スクリーニング（環境影響評
価）が必要となるため、その手続きを進める。
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　大曲第３工業団地もほぼ完売となったことから、新工業団地の構想づくりを進める。Ｈ
17年度は構想推進のための調査等を行う。
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　道内・外の企業（雇用機会については市民）

　道内･外の企業を誘致することにより、市民の雇用機会の創出ならびに安定した税収
の確保を図るとともに、活力あるまちづくりを進める。

作成日

　工業

内線861・860
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構想段階のため設定は困難
関係機関との協議
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9,000　総　事　業　費 ①＋④

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

指　標　名
16年度
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17年度単位 19年度（目標）18年度（目標）
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道支出金

①合　計
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9,000

18年度（予算） 19年度（予定）17年度（決算）

（単位：千円）【事業費の推移】

２　実　施　（ドゥ）

③１人当り年間平均人件費

④＝②×③ 4,5004,500 9,000
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【※参考】

前年度の
２次評価

行革
本部

【２次評価】

【上記３の評価を踏
まえ、総合判定と今
後の方向性について
記入】

　判　　　　定

拡大重点化

民間活力の
活用性評価
（事業担当部
局が評価）

　判　　　　定

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

今後の方向性（課題と解決方法等）

□終了

■拡大重点化

□現状維持

□見直し

□統合

□廃止

基本計画書に基づき、事業の検討を進める。

現在、企業誘致が進まない自治体が増え続ける中、大曲第３工業団地は羊ヶ丘通り整備の影響などもあり完売と
なった。　その後も引き続き、産業用地の分譲を求める問合わせが数多く寄せられていることから、必要性や妥当
性が高い評価となった。

必要性と妥当性　担当部局の説明どおり高い評価とした。
有効性　事業の成果に対する期待度から評価した。
効率性　活動指標、成果指標から評価した。
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1次評価ポイント ２次評価ポイント

説明
（上記
評価の
総合的
な説明）

担当
部局

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

評価項目 チェック項目

上位施策を達成するために必要な事務事業か（目的妥当性の度合）
必要性

と
妥当性 行政が関与しなければならない事務事業か(公共性・公益性の度合）

市民や社会の要求はどの程度か（ニーズの度合）

１～５

成果指標値から見て、目標の達成度はどの程度か（達成度合） １～５

34

目的を達成するための手段（実施方法）は有効か（手段有効度合） １～５

５
点
満
点

5 5

受益者負担は適正か（適切な場合及びなじまない場合は５点）

行財政構造改革推
進本部の総合判定

３　評　価　（チェック）

有効性

上位施策への貢献度はどの程度か（貢献度合）

■拡大重点化

□現状維持

【１次評価】

□終了

□統合

□廃止

　判　　　　定

□見直し

１～５

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

事務事業担当部局
の総合判定

　新工業団地の構想をより具体化にするため、平成18年度は基本計
画書の作成を行う。

効率性

整理番号 30-3

行革本部の
評価(２次)

今後の方向性

平成１４年度からの事業であり、大曲第３工業団地の完売状況や道央圏に位置する好条件を
踏まえて、構想づくりの調査・検討段階から一歩踏み込んだ検討を行っていく。

黄色の欄に数字を入力すると自動的に計算されます

１～５

１～５

配点
低→高

事業担当部局
の評価(１次)
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１～５投入した予算や人員に見合った効果が得られているか（費用対効果の度合）

　 　 １～５効率的な方法で実施しているか（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

　　　□有　　　　　■無

１～５

公平性

計

法律で実施が義務付けられている事務事業か

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。


